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お知らせ

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
今
年
度
、
市
内
小

中
学
校
に
勤
務
す
る
若
手
教
師
の
教
育
に

対
す
る
意
欲
と
資
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め

の
希
望
研
修
「
与
一
感
動
教
師
塾
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
開
塾
記
念
と
し
て
、
本
市
が
目
指

す
教
育
を
多
く
の
皆
さ
ん
に
理
解
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー『
私
が
受
け

た
い
コ
コ
ロ
の
授
業
』
著
者
で
あ
る
比
田

井
和
孝
先
生
に
よ
る
講
演
会
を
企
画
し
ま

し
た
。

　

比
田
井
先
生
は
年
間
１
０
０
回
以
上
の

講
演
会
を
さ
れ
て
お
り
、
先
生
が
副
校
長

を
さ
れ
て
い
る
上
田
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
専
門

学
校
で
は
、
多
く
の
若
者
が
先
生
の
授
業

「
就
職
対
策
講
座
」
で
生
き
方
を
変
え
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。講
演
会
で
も
多
く
の

参
加
者
が
涙
し
、
感
動
の
輪
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。

　

本
市
で
は
初
の
講
演
会
と
な
り
ま
す
。

多
く
の
市
民
の
方
が
感
動
の
講
演
会
に
参

加
し
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
、
大
田
原
の
未

来
の
た
め
に
、
じ
っ
く
り
考
え
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。多
く
の
方
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

●
日
　
時　

８
月
24
日（
金
）

　

午
後
６
時
〜
７
時
30
分

　
（
開
場　

午
後
５
時
）

●
場
　
所　

　

大
田
原
市
ピ
ア
ー
ト
ホ
ー
ル

　
（
堀
之
内
６
５
６
‐
１
）

●
テ
ー
マ

　
「
す
べ
て
は
子
ど
も
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
せ
の
た
め
に
」

●
講
　
師

　
●
対
　
象

　

教
職
員
、
保
護
者
、
地
域
・
企
業
な
ど
で

　

若
者
の
育
成
に
関
わ
る
方
々
、
大
学
生
、

　

専
門
学
校
生
、高
校
生
な
ど

●
定
　
員　

７
０
０
名（
先
着
順
）

■
問
い
合
わ
せ

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　
　
　
（
９
８
）７
１
１
３

●
対
　
象

　

県
内
の
小
学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
・

　

大
学
生
・
一
般

●
課
　
題

　
自
由
。
た
だ
し
、
小
学
校
４
年
生
以
下

　

の
応
募
に
つ
い
て
は
、
児
童
が
自
ら
観

　

察
ま
た
は
調
査
し
た
結
果
を
グ
ラ
フ
に

　

し
た
も
の
と
す
る
。

●
用
紙
の
大
き
さ　

Ｂ
２
判（
仕
上
げ
寸
法

　

72
・
8
㎝
×
51
・
5
㎝
）縦
・
横
ど
ち

　

ら
で
も
可
。（
貼
り
合
わ
せ
で
も
Ｂ
２
判

　

で
あ
れ
ば
可
）

●
紙
質
・
色
彩

　

自
由
。た
だ
し
裏
面
の
板
張
り（
パ
ネ
ル

　

仕
上
げ
）、
表
面
の
セ
ロ
ハ
ン
カ
バ
ー
は

　

不
可
。

●
応
募
点
数

　

１
人
で
何
点
で
も
応
募
可
。た
だ
し
、
２

　

枚
以
上
に
わ
た
る
「
シ
リ
ー
ズ
作
品
」
は

　

不
可
。

●
合
作
の
人
数

　

１
つ
の
作
品
に
つ
い
て
５
人
以
内
。

●
締
切
日　

９
月
４
日（
火
）

　

栃
木
県
統
計
課
管
理
普
及
担
当
必
着

※
詳
し
く
は
栃
木
県
統
計
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

http://w
w
w
.pref.tochigi.lg.jp/

　
　

c04/pref/toukei/toukei/top.htm
l

■
送
付
先
・
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
統
計
課
管
理
普
及
担
当

　

〒
３
２
０
‐
８
５
０
１

　

宇
都
宮
市
塙
田
１
‐
１
‐
２
０

　
　
　

 

０
２
８（
６
２
３
）２
２
４
２

国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ

　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま２年を超え
ると保険料を納めることができませんでしたが、本年 10 月
から３年間に限り、過去 10 年以内の納め忘れた保険料を納
めることができる、後納制度が始まります。
　過去 10 年以内の保険料を納めていただくことで、将来の
年金額を増やしたり、年金の受給権につなげることができる
ようになります。
　ご自身の年金記録は年金ネットでご確認ください。
　　　http://www.nenkin.go.jp
　また、ご不明な点があれば国民年金保険料専用ダイヤルに
お電話いただくかお近くの年金事務所にお問い合わせくだ
さい。
※後納制度は事前申し込みが必要ですが、審査の結果、後納
制度による納付をご利用いただけない場合があります。詳し
くは国民年金保険料専用ダイヤルにおたずねください。
   国民年金保険料専用ダイヤル　　０５７０-０１１-０５０

後納制度（国民年金保険料の納付期限の延長）が始まります

「
与
一
感
動
教
師
塾
」開
塾
記
念

講
演
会
参
加
者
募
集

統
計
グ
ラ
フ

栃
木
県
コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

■問い合わせ　大田原年金事務所　　　　　（２２）６３１３
　　　　　　　市国保年金課国民年金係　　（２３）８９２８

上田情報ビジネス専門学校
副校長　比田井  和孝  先生


